
輝
く
未
来
未
来
へ
の
礎
を 

　公職選挙法により、政治家

は、年賀状などのあいさつ状

を出すことが禁じられてい

ます。 

　ご理解とご協力をお願いい

たします。 
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初
春
の
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

播
磨
町
の
誇
り
と
す
る
大
中
遺
跡
で
は
寒
気
の
中
、
梅
の
花
が
つ
ぼ
み
を
膨
ら
ま
せ
て
い
ま
す
。

例
年
、
真
冬
の
大
中
遺
跡
を
訪
れ
る
人
々
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
梅
の
花
が
、
博
物
館
や
復
元
住
居

を
背
景
に
今
年
は
よ
り
多
く
の
方
々
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

現
在
、
播
磨
町
を
取
り
巻
く
財
政
状
況
は
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
中
で
も
、「
ま
ち
」
は
停
滞
す
る
こ
と
な
く
、
未
来
に
向
か
っ
て
の
礎
を
築
い
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
次
の
２
点
に
つ
い
て
は
今
年
の
重
要
課
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

土
山
駅
南
に
建
設
予
定
の
「
は
り
ま
複
合
交
流
セ
ン
タ
ー
」。
町
民
の
交
流
の
場
、
情
報
発
信

の
拠
点
、
に
ぎ
わ
い
の
創
出
と
し
て
核
と
な
る
施
設
な
ど
の
整
備
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

旧
播
磨
北
小
学
校
を
県
か
ら
特
別
支
援
学
校
に
と
い
う
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。
特
別
支
援
教
育

の
重
要
性
、
障
が
い
者
支
援
、
福
祉
の
拠
点
と
し
て
の
新
た
な
可
能
性
を
考
え
た
時
、
地
域
や
住

民
の
方
々
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
新
た
な
学
校
と
し
て
の
再
生
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
共
に
生
き
よ
う
ふ
れ
あ
い
の
ま
ち
」
宣
言
を
し
て
い
る
ま
ち
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
を
尊
重

し
、
障
が
い
者
に
対
し
て
も
「
や
さ
し
い
ま
ち
」
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

「
未
来
は
人
間
の
思
い
描
い
た
と
お
り
に
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
播
磨
町

の
未
来
像
を
描
く
の
は
、
今
の
播
磨
町
民
で
す
。
将
来
像
を
ど
う
描
く
か
で
、
ま
ち
の
未
来
は
大

き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
未
来
の
た
め
に
今
何
を
選
択
す
べ
き
か
、
子
ど
も
た
ち
の
時
代
に
何

を
残
す
べ
き
か
、
皆
さ
ま
方
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

新
し
い
年
が
皆
さ
ま
に
と
っ
て
幸
多
き
お
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
播
磨
町
議
会
を
代
表
し
て
皆
さ
ま
に
謹
ん
で
新
年
の
ご

あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
さ
ま
方
に
は
健
や
か
に
希
望
に
満
ち
た
初
春
を
迎
え
ら
れ
た
こ

と
と
心
よ
り
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年
、
播
磨
町
は
町
制
施
行
45
周
年
と
い
う
節
目
を
迎
え

ま
し
た
、
当
町
の
更
な
る
発
展
に
心
を
新
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

国
内
の
経
済
情
勢
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
着
実
な
景
気
回
復
の
安
定
軌
道

が
待
ち
望
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
一
方
、
く
ら
し
に
目
を
転
じ
て
み
ま
す
と
近
隣
加
古
川
市
で
幼
い

子
ど
も
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る
凶
悪
な
犯
罪
が
起
こ
り
、
い
ま
だ
未
解
決
で
安
全
・
安
心
の
町
づ

く
り
が
揺
ら
い
で
い
ま
す
。
環
境
・
福
祉
（
少
子
化
・
高
齢
化
）
・
教
育
の
問
題
、
ま
た
、
ガ
ソ
リ

ン
、
灯
油
の
値
上
げ
な
ど
地
域
経
済
の
安
定
な
ど
生
活
密
着
型
行
政
の
課
題
が
山
積
し
て
お
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
地
方
分
権
の
推
進
に
よ
っ
て
国
・
地
方
の
役
割
が
明
確
化
し
、
地
方
の
自
立
の
た

め
に
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
よ
い
よ
町
づ
く
り
は
住
民
の
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の

時
代
で
す
。
山
積
す
る
行
政
課
題
の
解
決
に
は
住
民
と
行
政
の
信
頼
関
係
す
な
わ
ち
協
働
と
参
画

が
ぜ
ひ
必
要
で
す
。
議
会
と
し
て
も
、
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
、
対
話
に
よ
る

相
互
理
解
を
確
か
な
も
の
に
し
、
住
民
福
祉
の
向
上
に
更
な
る
努
力
を
い
た
し
ま
す
。

去
年
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
県
立
考
古
博
物
館
の
相
乗
効
果
を
願
い
、
播
磨
町
の
限
り
な
い
繁
栄

と
、
皆
さ
ま
方
に
と
っ
て
幸
多
き
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
申
し
上
げ
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と

い
た
し
ま
す
。
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平成20・21年度の 
保険料率が決定しました 

平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まります 

平成20・21年度の 
保険料率が決定しました 

高齢者医療制度の 
見直しについて 
高齢者医療制度の 
見直しについて 

※現在、加入されている国民健

康保険の保険税、会社の健康

保険の保険料に代わって、後

期高齢者医療の保険料を納め

ていただくことになります。

現在加入されている医療保険

の資格は喪失することになり、

保険料が二重にかかることは

ありません。 

 

〓参考〓 

一人当たりの平均保険料額は 

年額…81,400円 

月額…  6,783円 

一人当たりの 
保険料額 

均等割額 

43,924円 

所得割額 

（前年の総所得金額等 － 基礎控除33万円）× 8.07％ ＝ ＋ 

7割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

基礎控除額（33万円）以下 

基礎控除額（33万円）＋24.5万円×被保険者数（被保険者である当該世帯主を除く）以下 

基礎控除額（33万円）＋35万円×被保険者数　以下 
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今般「与党高齢者医療制度に関するプロジェ
クトチーム」において、高齢者医療制度につい
て以下の通り取りまとめられ、政府としても実
施することとされましたので、その内容をお知
らせします。
なお、今後、正式に内容が固まった段階で改

めてお知らせさせていただく予定です。

1．70～74歳の方(注1)の窓口負担について
平成20年4月から平成21年3月までの1年間、窓口

負担が１割に据え置かれます。
(注1) 既に3割負担を頂いている方、後期高齢者医療

制度の対象となる一定の障害認定を受けた方
は除きます。

※昨年の制度改正では、70～74歳の方の窓口負担に
ついては、平成20年4月から2割負担に見直される
こととされていたものを据え置くものです。

2．後期高齢者医療制度における
75歳以上の被扶養者の保険料について
平成20年4月から9月までの6ヵ月間は無料となり、

平成20年10月から平成21年3月までの6ヵ月間は、
被保険者均等割が9割軽減された額となります。
s対象者 75歳以上の方(注2)で、後期高齢者医療の
被保険者になる日の前日(平成20年3月31日または75
歳の誕生日の前日)において被用者保険(注3)の被扶養
者となっている方
(注2) 65～74歳で一定の障害認定を受けた方を含み

ます。
(注3) 政府管掌保険や、企業の健康保険、公務員の共

済組合など、いわゆる「サラリーマン」の健
康保険であり、国民健康保険は該当しません。

※昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の方
については、後期高齢者医療制度の被保険者とな
った日の属する月から2年間、被保険者均等割を5
割軽減することとされていますが、今回の措置は
それに加えて行うものです。

s問い合わせ 保険年金グループ
1０７９（４３５）２５８１

75歳以上（一定の障害がある人で広域連合において認定を受けた65歳以上）の人が対象です。
現在の老人保健制度に代わる新しい後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を負担しま
す。このたび、被保険者の皆さんにご負担いただく保険料率が決まりましたのでお知らせします。

■保険料率
均等割額　４３，９２４円　　　　所得割率　８．０７％

■一人当たりの保険料額
被保険者一人ひとりで等しく負担する応益分（被保険者均

等割額）と、所得に応じて負担する応能分（所得割額）の合
計額になります。所得割額の算定対象所得は、旧ただし書所
得（＝総所得金額等－基礎控除33万円）を基準とします。
保険料額は年50万円が上限となります。

■保険料の軽減について
○低所得者への軽減について

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額などに応じて、保険料の応益分（被保険者均等割額）について
保険料が軽減されます。
所得が確認できている被保険者については申請の必要がなく適用されます。未申告などで所得が確認できてい

ない被保険者については、適用するためには簡易申告などが必要になります。（同一世帯の世帯主も所得の確認
ができていない場合は軽減されません）
軽減の割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額などをもとに下表の基準によります。

※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた人について、高齢者特別控除（総所
得金額等から15万円を控除）が適用されます。

○被用者保険の被扶養者への軽減について
資格取得日の前日において被用者保険（健保、船保、各共済）の被扶養者であった人は、資格取得日の属する

月以降2年を経過する月までの間に限り、被保険者均等割額の5割が軽減され、所得割は課せられません。
さらに、平成20年4月から9月までは保険料を徴収せず、平成20年10月から平成21年3月までは9割軽減され

ます。

■保険料の納め方
現在の65歳以上の介護保険料の納め方と同様に原則

として、年金から保険料が支払われる仕組みを導入し
ます。（特別徴収）
ただし、
①年金額が年額18万円未満の人
②介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、
年金額の2分の1を超える人
③平成20年4月2日以降に新たに資格を得る人について
は、一定期間
は、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替な
どにより、町に対し、個別に納めていただくことにな
ります。（普通徴収）

■保険料納付の開始時期
○特別徴収の人 平成20年4月1日現在で75歳以上の人
であって、年金からの徴収の対象となる人について
は、平成20年4月支給分の年金から徴収が開始されま
す。
○普通徴収の人 平成20年7月から納めていただく予定
です。

■保険料額の通知
保険料額の決定通知書は平成20年7月にお送りしま

す。（特別徴収の人については、仮徴収額の決定通知書
を平成20年4月初旬にお送りします）

■被保険者証の送付について
後期高齢者医療の新しい被保険者証は平成20年3月下

旬にお送りします。（申請手続きは不要です）平成20年
4月1日以降に医療を受ける場合は新しい被保険者証で
医療を受けてください。

s問い合わせ

○保険年金グループ　1０７９（４３５）２５８１
○兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
1０７８（３２６）２６１２
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
(センタープラザ12階)




